
平
成
29
年
度
国
民
健
康
保
険
税　

税
率
を
前
年
度
据
置
き
に
決
定

国
保
税
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計
算
方
法

　

国
民
健
康
保
険
税
は
、
医
療

分
と
支
援
金
分
（
後
期
高
齢
者

医
療
支
援
金
分
）と
介
護
分（
介

護
保
険
第
2
号
被
保
険
者
が
含

ま
れ
る
世
帯
）
の
合
計
金
額
と

な
り
ま
す
。

平
均
保
険
税
負
担
額
は

１
・
６
％
増

　

国
民
健
康
保
険
税
の
税
率
が

前
年
度
据
置
き
と
決
定
さ
れ
、

一
人
あ
た
り
の
平
均
保
険
税
負

担
額
は
昨
年
度
と
比
べ
1
・
6

％
増
と
な
り
ま
し
た
。こ
れ
は
、

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
の
世

帯
当
た
り
の
課
税
標
準
額
の
増

加
に
よ
る
も
の
で
す
。

　

今
年
度
は
被
保
険
者
の
税
負

担
を
で
き
る
限
り
軽
減
す
る
た

め
、
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計

の
平
成
28
年
度
繰
越
金
か
ら
約

2
千
3
百
万
円
を
充
当
し
、
保

険
税
率
を
前
年
度
据
置
き
と
し

ま
し
た
。

東
日
本
大
震
災
に
お
け
る

国
民
健
康
保
険
税
の

特
別
な
財
政
支
援
措
置

　

東
京
電
力
福
島
第
一
原
子
力

発
電
所
事
故
に
伴
う
帰
還
困
難

区
域
等
、
上
位
所
得
者
※
を
除

く
旧
避
難
指
示
区
域
等
お
よ
び

旧
居
住
制
限
区
域
等
の
被
保
険

者
の
一
部
負
担
金
免
除
お
よ
び

保
険
税
の
減
免
に
係
る
財
政
支

援
は
、
平
成
30
年
3
月
末
ま
で

延
長
さ
れ
ま
し
た
。

※
国
民
健
康
保
険
の
世
帯
基
礎

控
除
分
（
33
万
円
）
を
除
い
た

額
が
６
０
０
万
円
を
超
え
る
世

帯
。

平成 29 年度　国民健康保険税の税率　　　　　　　　　　　　　　　（前年度据置き）
医療分 支援金分 介護分

28 年度 29 年度 28 年度 29 年度 28 年度 29 年度

所得割 6.24% 6.24% 2.52% 2.52% 1.85% 1.85%

均等割 24,000 円 24,000 円 9,200 円 9,200 円 9,200 円 9,200 円

平等割 20,800 円 20,800 円 8,400 円 8,400 円 5,400 円 5,400 円

課税限度額 54 万円 19 万円 16 万円

１世帯及び１人あたりの平均保険税負担額（年額）
医療分 支援金分 介護分 合計

１世帯 １人 １世帯 １人 １世帯 １人 １世帯 １人

29 年度 122,000 円 63,016 円 48,035 円 24,811 円 29,973 円 24,465 円 184,775 円 95,441 円

28 年度 112,028 円 62,444 円 43,460 円 23,016 円 30,174 円 24,282 円 168,534 円 93,941 円

増減額 9,972 円 572 円 4,575 円 1,795 円 △ 201 円 183 円 16,241 円 1,500 円

増減率 8.9% 0.9% 10.5% 7.8% △ 0.7% 0.8% 9.6% 1.6%

平
成
29
年
度
国
民
健
康
保
険
税
の
税
率
は
前
年
度
据

置
き
と
決
定
し
ま
し
た
。
こ
の
決
定
は
算
定
の
基

礎
と
な
る
前
年
分
の
所
得
が
確
定
し
た
こ
と
、
平
成
28

年
度
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
の
収
支
の
見
込
み
が
つ

い
た
こ
と
及
び
今
後
の
医
療
費
の
動
向
を
勘
案
し
た
う

え
で
決
定
し
た
も
の
で
す
。

◆問い合わせ　保健福祉課国保係　☎ 585-2785

納
付
義
務
者
と
納
付
方
法

　

国
民
健
康
保
険
税
の
納
税
通

知
書
は
、
納
税
義
務
者
で
あ
る

世
帯
主
へ
届
け
ま
す
。
世
帯
主

が
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て

い
な
い
場
合
で
も
、
家
族
の
中

に
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
が

い
る
場
合
、
世
帯
主
が
納
税
義

務
者
と
な
り
ま
す
。

　

納
付
方
法
は
、
①
年
金
天
引

き
に
よ
る
納
付
（
特
別
徴
収
）、

②
納
付
書
に
よ
る
現
金
納
付
、

③
口
座
振
替
に
よ
る
納
付
の
3

通
り
で
す
の
で
、
納
税
通
知
書

を
確
認
く
だ
さ
い
。

　

国
民
健
康
保
険
税
は
国
民
健

康
保
険
制
度
運
営
の
た
め
の
大

切
な
財
源
で
す
。
忘
れ
ず
に
納

期
限
内
に
納
め
ま
し
ょ
う
。

28 年度 29 年度
7 割軽減 基礎控除額（33 万円）以下 基礎控除額（33 万円）以下

5 割軽減 基礎控除額（33 万円）
＋ 26.5 万円×被保険者数※

基礎控除額（33 万円）
＋ 27 万円×被保険者数※

2 割軽減 基礎控除額（33 万円）
＋ 48 万円×被保険者数※

基礎控除額（33 万円）
＋ 49 万円×被保険者数※

※被保険者には、同じ世帯の中で国保から後期高齢者医療制度に移行した方
　も含みます。

国
民
健
康
保
険
税
の
軽
減

判
定
所
得
の
見
直
し

　

保
険
税
の
均
等
割
額
と
平
等

割
額
が
所
得
に
応
じ
て
軽
減
さ

れ
る
措
置
に
つ
い
て
、
同
一
世

帯
の
被
保
険
者
お
よ
び
世
帯
主

の
総
所
得
金
額
の
合
計
額
が
、

次
の
所
得
の
基
準
を
満
た
す
場

合
に
軽
減
さ
れ
ま
す
。

⇒

平成 30 年 4 月から国民健康保険制度が変わります
―　福島県も国民健康保険制度を担います　―

増大する医療費などの課題
１．国民健康保険の被保険者の年齢構成が高く、医療費水準が高い。
２．少子高齢化が進むことにより、現役世代の負担が増大となる。
３． 一人あたりの医療費、所得、保険料に市町村間の格差がみられる。

国民皆保険を将来にわたって堅持するために
１．国民健康保険制度の安定化。
２．世代間、世代内の負担の公平化。
３．医療費の適正化を図り、疾病予防、健康推進、後発医薬品の使用促進などに努める。

県内で保険料負担の公平な支えあい
１．県が財政運営をする新しい仕組みとなる。
２．保険料の賦課・徴収について、今までは町独自で保険料を算定して賦課してきたが、改正後は、県が
　　設定する標準保険料率を参考に保険料率を定め、町が保険料を賦課・徴収する。
３．低所得者に対する保険料軽減措置の拡充。

サービスの拡充と保険者機能の強化
１．県内で引っ越した場合、引っ越し前と同じ世帯と認められるときは、高額療養費の上限支払い回数の
　　カウントが通算される。
２．県内統一の運営方針を定め、町が担う事務の効率化、標準化、広域化が推進される。

改革の背景

改革の方向性

見直しの効果 1

見直しの効果 2

県が財政運営を担う⇒

市町村
県が市町村ごとに決定した
国保事業納付金を市町村が納付

市町村

市町村
←

←

←
運営方針の策定
県内の統一的方針

保険給付に必要な
費用を全額
各市町村に支払う

医療分

支援金分

介護分

国民健康保険税とは ...

医療費の支払いなどに使用

後期高齢者医療制度を支え
る財源

介護保険制度を支える財源
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